
1. 9. 1　�免許状取得条件（※詳細は「学務情報システム」＞「マニュアル」＞「教職
ガイド」を参照のこと。）

①既に、中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状取得単位数を学部において取得している

こと。

②各教科において、同免許状に必要な「教科及び教科の指導法に関する科目」を最低 24 単位修得す

ること。

　「基礎資格及び最低修得単位数」

免許状の種類 基 礎 資 格
本研究科における最低修得単位数

「教科及び教科の指導法に関する
科目」

中学校専修免許
高等学校専修免許 修士の学位を有すること。 24

　「教科及び教科の指導法に関する科目」
専修免許状の取得を希望する際の対応授業科目

教科及び教科の指導法に関する科目
【取得可能専攻】 左記に対応する授業科目

英語に関する科目
【世界言語社会専攻】

英語学・英語教育学研究 1 ～ 12 ※
ヨーロッパ・アメリカ文学・文化研究 1 ～ 4
※英語学・英語教育学研究 11，12 については、
大谷直輝教員の開講科目に限る。

社会に関する科目
【世界言語社会専攻】

ヨーロッパ・アメリカ地域研究 1 ～  4
ヨーロッパ・アメリカ地域研究 7 ～ 14
アジア・アフリカ・オセアニア地域研究 1 ～ 4
アジア・アフリカ・オセアニア地域研究 7 ～ 16
現代世界論研究 1 ～ 2

地理歴史に関する科目
【世界言語社会専攻】

ヨーロッパ・アメリカ地域研究 1 ～  4
ヨーロッパ・アメリカ地域研究 7 ～ 14
アジア・アフリカ・オセアニア地域研究 1 ～ 4
アジア・アフリカ・オセアニア地域研究 7 ～ 16
現代世界論研究 1 ～ 2

国語に関する科目
【国際日本専攻】

日本語学研究 1 〜 4
対照日本語研究 1 〜 2
日本語教育学研究 1 〜 7
日本語文学・文化研究 1 〜 6
日本比較文学・文化研究 1

【注意事項】

・同一授業科目名の複数の授業の単位を教員免許状の取得に充てることはできません。

・大学院科目等履修生として修得し大学院入学後に認定された単位は、教員免許状の取得に充てるこ

とはできません。




